知多中部広域事務組合消防本部住宅用火災警報器普及協力事業実施要綱

（趣旨）
第１条　本要綱は、住宅火災による被害を軽減し、安全・安心な地域社会を実現するため、
住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の設置及び維持管理等の促進を図ることを目的とし、その普及・啓発に協力する事業者（以下「住警器普及サポーター」という。）の登録その他必要な事項を定める。
（用語の定義）
第２条　本要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
（１）　住警器　消防法（昭和23年法律第186号）第9条の2に規定する住宅用防災機器をいう。
（２）　住警器普及サポーター　本要綱に基づき登録され、住警器の普及・啓発に協力するリフォーム会社、ハウスメーカー等をいう。
（所管）
第３条　本事業の所管は、知多中部広域事務組合消防本部予防課とする。
（協力事業者の登録）
第４条　住警器普及サポーターとして登録を希望する事業者は、住警器普及サポーター登録申込届（様式第１号）により消防長に申請するものとする。
（登録要件）
第５条　住警器普及サポーターの登録にあたっては、次の各号にすべて適合することを要する。
（１）　半田市、阿久比町、武豊町又は東浦町において住宅リフォーム、建設又は関連業務を営む事業者であること。
（２）　消防本部が行う広報・周知活動（HP、SNS、広報誌等）において、住警器普及サポーターとして名称を公表することに同意していること。
（３）　住民等からの問合せに誠実に対応できる体制を有すること。
（４）　反社会的勢力の関与がないこと。
（登録決定通知書の交付）
第６条 消防長は、前条の規定により登録を行ったときは、協力事業所に対し住警器普及サポーター登録決定通知書（様式第２号）を交付するものとする。
（住警器普及サポーターの活動）
第７条　住警器普及サポーターは、次の各号の事項について協力するものとする。
（１）　リフォームや改修工事の契約時に、住警器設置・交換を積極的に提案すること。
（２）　顧客に対し、住警器の有効性・設置方法・維持管理等について説明すること。
（３）　消防が作成する啓発資材（パンフレット、ポスター等）の掲示・配布を行うこと。
（４）　可能な範囲で独自に住警器普及啓発活動を行うこと。
（消防の役割）
第８条　消防は、次の各号の事項を行う。
（１）　住警器普及サポーターに対し、制度の説明及び啓発資材の提供を行うこと。
（２）　住警器普及サポーターの名称、所在地、連絡先等をホームページ等で広く住民に公表すること。
（３）　定期的に成果を確認し、必要に応じフィードバックを行うこと。
（登録の変更・廃止）
第９条　住警器普及サポーターは、登録内容に変更がある場合は住警器普及サポーター登録内容変更届（様式第３号）を速やかに届け出なければならない。
２　住警器普及サポーターは、登録を廃止しようとするときは、住警器普及サポーター登録廃止届（様式第４号）を届け出なければならない。
（登録の取消し）
第１０条 消防長は、住警器普及サポーターが偽りその他不正な手段により登録されたとき又は次に掲げる各号に該当するなど、住警器普及サポーターとして登録が適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができるものとする。
（１） 第５条に規定する登録要件を満たさなくなったとき。　
（２） 営業している実態が確認できなくなったとき。
（３） 住警器普及サポーターとして継続することが適当でないと消防長が認めたとき。
２ 消防長は、前項により住警器普及サポーターとして登録を取り消したときは、住警器普及サポーター登録取消通知書（様式第５号）により通知するものとする。ただし、通知することが適当でないと消防長が認めるときはこの限りでない。
附　則
この要綱は、令和７年１２月１日から施行する。
